
将来ビジョン

原木
生産量
80万 

令和12年
（2030年）

計画期間
の目標

(Ｒ2～6年度)

原木
生産量
71.4万 

重点推進事項

令和6年
（2024年）

＜島根県農林水産基本計画(Ｒ２(2020) － Ｒ６(2024))＞

島根県は原木生産量80万 達成に向けて 重点推進事項（６項目）の対策を進めます

島根県の森林と林業・木材産業では、令和12年に原木生産量80万 を達成することを
目標にしています。
この目標は県内需要と健全な林業経営に必要な生産量であり、「伐って・使って・植えて・育てる」
循環型林業の実現によって産業発展と環境保全の両立を目指します。

島根県の森林と林業・木材産業の将来ビジョン・基本目標

３．林業就業者の確保
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原木生産量の実績と今後の目標

計画期間H23～H30伸び率 200％

（出典：農林水産省「木材統計」・林業課調べ） 80万 

１．林業のコスト低減

《主な対策》

■循環型林業拠点団地を70団地設定

■林業専用道を毎年20km程度整備

■林業事業体の実態に応じた高性能

林業機械の導入

《主な対策》

■伐採者と造林者が連携した一貫作業の

100％実施

■コンテナ苗の得苗率向上による低コスト化

■低密度植栽（2,000本/ha）の普及拡大

２．原木が高値で取引される環境整備
製材用原木の需要増と林業事業体の供給体制の整
備により、県内原木生産のうち製材用として取引され
る割合を現状の12％から17％以上に増加させます。

原木生産と再造林の低コスト化により、林業の植林か
ら伐採までの１サイクルの生産コストを、従来の作業モ
デルから15％以上低減させます。

原木生産の低コスト化

原木増産と伐採後の適切な再造林を円滑に実現するため、新
規就業者の確保と林業事業体の魅力向上等を通じて、林業
就業者を現状の953人から1,072人に増加させます。

再造林の低コスト化

林業専用道

コンテナ苗

《主な対策》
■原木需要拡大のための ■原木供給～木材加工が合理
製材工場の新設 的に結びついたウッドコンビナー

トの形成

製材用原木の需要拡大と安定供給

《主な対策》

■県産木材を積極的に使用する工務

店及び建築士の認定と支援制度の

創設

■県外需要者と県内製材業者の

マッチングの強化

製材工場新設（イメージ）

関西圏での商談会

《主な対策》

■高校生への体験実習などによる林業

教育の充実

■農林大卒業生を毎年20人以上輩出

■農林大に１年コースを新設

新規林業就業者の確保

《主な対策》

■島根林業魅力向上プログラムによる

労働条件・就労環境改善

■専門家による事業体の経営改善指導

■しまね林業士制度を活用したキャリア

アップシステム導入促進

林業就業者の定着強化

農林大学校林学科の学生

整備された福利厚生施設

原木生産コスト
5%以上ダウン
原木生産コスト
5%以上ダウン

再造林コスト
18%以上ダウン
再造林コスト
18%以上ダウン

２製材工
場新設
２製材工
場新設

出荷割合
50%以上
出荷割合
50%以上

就業者
80人/年以上
就業者

80人/年以上

５年定着率
70%以上
５年定着率
70%以上
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水と緑の森づくり事業の概要 

～みず・みどり みまもりはぐくむ 森が好き～ 

Ⅰ はじめに 

 島根県は、県民共有の財産である水を育む緑豊かな森を次世代に引き継いでいく責務を果

たすことを目的として、平成１７年度に「島根県水と緑の森づくり税条例」を制定しました。 

この税を財源として、荒廃した森林の再生を図るとともに、県民のアイデアと参加により、

新たな森づくりの取り組みを行い、県民主体の森づくりが将来にわたり続いていくことを目

指して「水と緑の森づくり事業」を展開しています。 

Ⅱ 島根県の森林の現状 

１ 島根県の森林面積 

 島根県は、県土の総面積６７万１千 ha のうちの５２万８千 ha が森林であり、その割

合（森林率）は、７８％と全国第４位の緑豊かな森林県です。そのうち民有林は４９万２

千 ha あり、その３７．６％にあたる１８万５千 ha は、人工林（スギ、ヒノキ、マツ）で、

植栽後４６～５０年生をピークとした山形となっています。 

２ 荒廃森林の状況 

民有林４９万２千 ha のうち、荒廃した森林が１１万８千 ha あると推計され、これは

民有林面積の約２４％に相当します。 

 こうした森林は森林所有者の高齢化、不在村化による経営意欲の減退によるものと思

われ、災害等の誘発が懸念されるので、適切な手入れが必要です。 

Ⅲ 現行制度の概要と実績 

１ 制度の概要 

水森税収は、「島根県水と緑の森づくり基金条例」により基金として積み立て、 

島根県が行う水森事業に充てています。 

○課税方式・税率：県民税均等割の超過課税 

個人の均等割：５００円／年、法人の均等割：５％／年 

   ○期 間：第１期対策 平成１７年４月１日～平成２２年３月３１日（５年間） 

    第２期対策 平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日（５年間） 

第３期対策 平成２７年４月１日～令和２年３月３１日（５年間） 

第４期対策 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

○税収額：およそ２億円／年 

水と緑の森づくり税の仕組み 

水と緑の 

森づくり基金 

（２億円程度） 

１．県民参加・生活環境を守る森

づくり 

①集落周辺里山整備事業 

②再生の森事業 

③県民参加の森づくり事業 

（１３千万円） 

２．森づくり推進事業 

（２千万円） 

３．森と木を未来につなぐ取組 

（５千万円） 

個人 1人あたり: 

500 円／年 

法人： 

均等割５％ 

1千～4万円／年 

資料２
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２ 県民参加・生活環境を守る森づくり

（１）集落周辺里山整備事業

緑豊かな森を次世代に引き継ぐため、集落住民と森林の専門家により集落周辺の里山を

点検し、里山林の荒廃状況に応じた森林整備を行います。 

◇助成対象  （一社）島根県森林協会 

◇実施主体  集落住民 

◇交付率   定額 

■実績 

令和２年度には、県内５集落、令和３年度には県内１１集落の里山林において不要木

の伐採、竹の伐採・搬出を行いました。 

（２）再生の森事業 

公益的機能を有し、１０年以上間伐等の森林整備が行われていない植栽後３６年生以上

の森林において不要木の伐採などを行い、荒廃した森林を再生させます。 

■実績 

主なメニューとなる不要木伐採は、第１期で３，５６３ha、第２期で３，６３５ha、

第３期で２，９３７haの荒廃林において施業を行いました。 

再生の森事業の実績（ha） 

 H17 H18 H19 H20 H21 1 期計 H22 H23 H24 H25 H26 2 期計

不要木伐採 214 314 900 1,291 843 3,563 749 756 706 708 715 3,635

広葉樹植栽 6 25 47 32 23 133 0 0 0 0 0 1

侵入竹林伐採 - - 15 18 9 42 0 0 2 0 2 4

竹林伐採 - - - - - - 1 3 4 6 3 17 

再生の森事業により 

再生した森林 

(隠岐の島町) 

（３）県民参加の森づくり事業（平成１７年度～令和元年度：みーもの森づくり事業） 

  県民自らが企画・立案した森づくりのための植栽活動や県産木材を使う取り組み、森林環境学習活動を

支援します。 

○森を保全する取組 緑豊かな森と身近な森を再生するための取組 

（森林内の植林、下草刈り、枝落し、森林公園や自然公園周辺の整

備、森林教室、樹木実習 など） 

○森を利用する取組 県産木材を活用し県民への利用を促す取組 

（県産材及び木質バイオマスなどの利用、県産材及び木質バイオマス

などの利用方法を習得する機会の創出） 

○森で学ぶ取組   小中学校、保育園・幼稚園と連携して森林環境教育を行う取組 

（小中学校では、授業の中で継続的（３回以上）に実施） 

◇事業主体   ＮＰＯ、自治会、その他団体 

◇交付率    １／２以内、作業委託経費などは１０／１０以内 

◇交付金    ５００～２，０００千円 など 

 H27 H28 H29 H30 R1 3 期計 R2  R3 

不要木伐採 653 569 619 572 524 2,937 375 192

広葉樹植栽 0 0 0 0 0 0 0 0

侵入竹林伐採 5 3 2 1 1 12 2 4

竹林伐採 10 17 9 5 3 44 5 2
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■実績 

 県民の自主的な森づくり活動を推進する「みーもの森づくり事業（森づくり・資源活

用実践事業）」では、Ｈ１７～Ｒ３年度の１７年間に５９６件の取り組みを採択し、約 19

万 5 千人（Ｒ3）もの県民参加を得て、県民主体の森づくりを行うことができました。 

 みーもの森づくり事業の実績（件数） 

年度 H17 H18 H19 H20 H21 1 期計 H22 H23 H24 H25 H26 2 期計 

森を保全する取り組み 12 9 6 9  2 38 12 14 16 13 15 70

木を利用する取り組み 27 27 12 7 10 83 9 10 8 9 6 42

併用 03 11 10 7  8 39 2 7 3  8  4 24

計 42 47 28 23 20 160 23 31 27 30 25 136

３ 森づくり推進事業 

（１） 水と緑の森づくり会議 

広く県民の意見を聞き「水と緑の森づくり」に関する施策 

展開に資することを目的として、県民からの公募又は指名 

による委員（１期対策１０名／年、２・３・４期対策７名／年） 

で構成する「水と緑の森づくり会議」を開催しています。 

＜役割＞ 

水森会議では、次に掲げる事項について討議します。 

○「水と緑の森づくり」において、県民のアイデアを活かすこと。 

○「水と緑の森づくり」において、県民の参加を促進すること。 

○「水と緑の森づくり」が県内各地で効果的に実施されること。 

○ その他、「水と緑の森づくり」の着実な推進に関すること。 

（２） 森づくり情報発信業務

水森事業の認知度を向上させるため、各種広報の実施。普及啓発イベント開催によ

る県民の意識醸造を図っています。 

①季刊誌「みーも通信」を発行 

②普及イベントの実施 

島根県各地で開催されている既存イベントなど  

に出展し、特に子どもやその家族が気軽に参加でき  

て楽しく学べるように、「みーもくん」や「みーな 

ちゃん」が出張して広報活動を展開します。会場で 

ノベルティーを無料配布します。 

③ツイッター・フェイスブックによる情報発信（通年） 

みーもくんが事業紹介・イベント告知などを行い 

ます。 

（３） 森林体験イベントの開催 

県民の森、ふるさと森林公園をフィールドに、トレッキング、木工教室など体験型

の講座を開催し、森林作業に対する県民の意識や理解を深める。 

 （４）アンケート調査

年度 H27 H28 H29 H30 R1 3 期計 R2 R3 

森を保全する取り組み 19 19 32 34 33 137 9 5

木を利用する取り組み 6 5 4 7 5 27 4 1

併用 3 4 5 1 0 13 3 17

森で学ぶ取組 15 12 10 12 13 62 11 11

計 43 40 51 54 51 239 27 34
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県民の森林に対する意識や水と緑の森づくりの意識を調査するため、平成１８年度

から県民を対象にアンケート調査を行い、得られた調査結果は、効果的な事業実施を行

うために活用しております。 

水と緑の森づくり事業（税）を「知っている」もしくは「聞いたことがある」人の割合の推移（％）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

総計 42 41 45 48 47 45 45 45 40 42 45

女 33 - 37 44 45 45 43 40 41 40 42

男 55 - 54 54 50 46 48 50 38 44 47

（５）島根県森林インストラクターの養成、研修 

平成８年度から、自然観察や森林づくりなどといった体験活動をとおして広く県民

に、森林・林業の正しい知識や魅力を伝える活動を行うことを目的に「島根県森林イン

ストラクター」を養成しています。 

これまでに２５４名のインストラクターが誕生し、学校での総合学習の時間や、公民

館活動、アウトドアイベントなどの体験活動の講師として活躍しています。 

             島根県森林インストラクター認定状況 

年 度 H8 H9 H10 H15 H16 H17 H22 H24 H26 H29 R4 合計 

認定数 15 16 14 25 23 16 37 35 23 36 14 254 

（６）しまね森林活動サポートセンター 

県民共有の財産である森林を県民全体で支えていくために、行政と企業・団体・個人等

の専門的な技術者が協働して森づくりへの県民参加を促進するため、森づくりの専門家

を紹介し派遣を行っています。 

（７）みーもサマースクールの開催（平成２５年度～） 

 県内の子ども達を対象に、森と身近にふれあい、森林の働きやその重要性を学ぶことを

通じて、森林に対する理解を深めることを目的に、県内の幼稚園、保育所、学童クラブ、

子供会、スポーツクラブ等の団体を対象として６月から１０月の平日に実施しています。 

４ 森と木を未来につなぐ取組

（１）高校生に向けた林業就業講座事業 

   高校生を対象に林業講座や体験実習を通じ、林業を担い手としての進学や就職へつなげ

る取組を支援します。 

  ◇支援対象 島根県内の高等学校 

  ◇支援対象経費 講師謝金、教材費、賃借料、その他 

 ■実績 

事業を開始した令和３年度には、県内１８校を対象に林業就業講座を開催し、延べ１，００４人

の参加がありました。 

（２）しまねの山をつくる種づくり・苗づくり事業 

  優秀な林業用種子や苗を安定的に供給するための取組を支援します。 

（３）しまねの森と木の魅力を伝える事業 

  しまねの森と木の魅力を県内外に積極的に発信するとともに、森づくり体験や森林ボ

ランティアの活動拠点の整備を行います。 



県民参加の森づくり事業について 

令和４年８月 水と緑の森づくり会議事務局（林業課） 

１ 事業の目的・概要 

（１）事業の目的 

・県民共有の財産であり、未来からの預かり物である緑豊かな森を県民自らの

アイデアと参加で育み、次世代に引き継ぐことを目指しています。 

（２）事業の概要

・県民自らが企画・立案し実行することを原則とした植栽活動や県産木材利用、

森林環境学習を行う事業です。 

２ 令和５年度県民参加の森づくり事業について 

（１）事業の流れ 

  ・令和４年度中に事業募集し、提案内容を審査します。 

  ・詳細は事務手続きフロー図（案）資料 5頁目を参照ください。 

（２）審査及び採択 

  ・県林業課において審査し、各団体へ結果通知・内示を行います。 

  ・審査・採択にあたり、事前に水と緑の森づくり会議において、水と緑の森づく

り会議委員の意見をいただきます。 

３ 水と緑の森づくり会議委員の意見聴取について 

（１）目的 

  ・専門的に偏りがちな「森づくり団体」（提案団体）の取組が、より良い森づくり

活動になることを目的として、アイデアやアドバイスをお願いするものです。 

（２）方法 

  ・第２回水と緑の森づくり会議（令和５年２月下旬予定）において、これまでの

経験に基づいた意見をいただき、県林業課においてとりまとめます。 

  ・意見交換の視点としては(別紙)意見交換の視点 資料 6頁目を参照ください。 

（３）その他 

・補助要件や、適正な事業費か否かなどの審査は、県民参加の森づくり事業実施

要領に基づき事務局で行います。 

  ・会議終了後、意見等は事務局でとりまとめ、「森づくり団体」（提案団体）へ通

知します。 
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（参考）

令和４年度版「県民参加の森づくり事業」の応募の手引きより一部抜粋
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令和４年度版「県民参加の森づくり事業」の応募の手引きより一部抜粋



令和４年度　県民参加の森づくり事業（旧：みーもの森づくり事業）一覧
【新規申請分】 交付金上限　2,000,000円

番号 事務所 事業主体 取組名称 申請区分活動区分

1 松江 山陰中央新報社 森林整備活動（借り受けた共有林への植栽活動） 新規 保全・利用

2 松江 朝酌和久羅会 山林の眺望・景観整備 新規 保全・利用

3 松江 金山要害山保存会
老木・竹林伐採、植樹、下刈り、案内説明看板や休憩設備設置、小学生向けの
講義

新規 保全・利用

4 松江 松江市立八雲中学校 森林学習（市有林を活用した植林・下刈り） 新規 保全・利用

5 雲南 きると 皮むき間伐のイベント、森のビジョンづくり、チェンソー講習、看板づくりイベント 新規 保全・利用

6 出雲 浜山を守る会 荒廃林整備(枯木伐採、クロマツ択伐、自生松や雑木の除伐） 新規 保全・利用

7 出雲 大山地区の緑を守る会 松食虫抵抗性クロマツ植樹 新規 保全・利用

8 浜田 森づくりは海づくりin浜田実行委員会 植樹祭（植栽・森林学習・木工体験） 新規 保全・利用

9 浜田 浜田市豊かな森づくり推進協議会 ベンチやテーブルの作成、木材加工場見学、親子の木工体験教室 新規 保全・利用

10 益田 特定非営利活動法人コアラッチ 伐採・整備、薪づくり体験、東屋づくり、表示板・説明板設置 新規 保全・利用

交付金上限　1,600,000円

11 県庁 特定非営利活動法人　もりふれ倶楽部 森林教室 新規 学習

12 雲南 雲南市阿用地区振興協議会 森や水についての講義、間伐体験、木工加工教室 新規 学習

13 雲南 奥出雲町オロチの深山木こりプロジェクト実行委員会 環境学習、林業体験、振り返り学習 新規 学習

14 雲南 NPO法人さくらおろち 人工林・雑木林・竹林などのテーマを設定した学習や体験学習 新規 学習

15 県央 NPO法人緑と水の連絡会議 森林・水源・バイオマス資源の価値の体験 新規 学習

16 県央 樹冠ネットワーク 植林・造林作業、森林教室 新規 学習

17 益田 いわみの森こだま協議会 森林環境学習、間伐体験・自然観察会、自然工作 新規 学習

18 益田 アンダンテ２１ 川や海の観察、木工教室 新規 学習

19 益田 特定非営利活動法人コアラッチ 間伐体験、木工教室、森と川の体験ツアー 新規 学習

20 隠岐 特定非営利活動法人隠岐しぜんむら 季節の自然観察や生態系についての講義 新規 学習

21 隠岐 特定非営利活動法人隠岐しおさい 里山探検学習や環境調査、八尾川環境調査とヤマネの学習 新規 学習

【継続申請分】 交付金上限　25,000～200,000円

22 松江 和名佐・小林自治会 下刈りと倒木処理、登山イベント 継続 保全・利用

23 松江 金山要害山保存会 樹木管理、下草刈り、手すり・支柱等の点検修理、山頂イベント等 継続 保全・利用

24 松江 松江市立八雲中学校 下刈りについての講義と実践 継続 保全・利用

25 出雲 大山地区の緑を守る会 R2年度事業の植栽地の下刈り 継続 保全・利用

26 出雲 株式会社　多伎振興 R3年度事業の植栽地の下刈り保育、堆肥、植樹記念のプレート設置 継続 保全・利用

27 県央 亀谷自治会 下草刈り、林内整備 継続 保全・利用

28 県央 白谷自治会 草刈りや、法面の木や竹林の伐採 継続 保全・利用

29 県央 出羽自治会　交流部 下草刈り作業 継続 保全・利用
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事務手続きフロー図                                          

県民参加の森づくり事業費交付金の事務手続きフロー（案）
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-5-



（別紙） 

意 見 交 換 の 視 点

水と緑の

森づくり会議

ア 

多彩な県

民の参加

本事業の「県民参加」の趣旨を踏まえた不特定多数の県民

が参加可能とする提案であるか。

※評価の例

○広く参加者を募集する活動が盛り込まれている

△少人数の活動が想定され工夫の余地あり

イ 

次世代へ

の継承

森づくりを次世代に引き継ぐ工夫がなされているか。

※評価の例

○小中学校の児童生徒、幼稚園・保育園児の活動がある

△次世代に引き継ぐ工夫をした方がよい取組内容だが、工夫が見ら

れない

ウ

独創性

地域の実情や特性に応じた創意工夫・独自性を高める工夫

がなされているか。

※評価の例

○地域の実情や特性に応じた創意工夫が見られる

エ

自主性

自主性があるか。

※評価の例

○参加者自らが取り組む活動が多い

△自分たちでできない作業内容とはいえ、委託が大部分を占めてお

り、活動計画作成段階で工夫が求められる

オ

波及性

他団体や異業種、異世代等を巻き込むなどの展開方法、地

域への波及方法を盛り込んでいるか。

※評価の例

○他団体や異業種、異世代等を巻き込むなどの展開が期待される取

組内容となっている

カ

継続性

活動の継続性が期待できるか。

※評価の例

○事業実施年度だけでなく、その後においても継続した活動が期待

される取組内容である

△事業実施後の継続的な森林保全活動、または木材を活用して整備

した施設の効果的な活用方法が十分とはいえない。

キ

具体性

目的に対する事業の実施時期や内容が具体的であり、実現

可能な内容であるか。

※評価の例

○提案内容が具体的、かつ計画的である

△提案書の情報では活動内容がわかりにくく、具体性に欠ける

ク

事業 PR 
水と緑の森づくり事業によって行っているとわかる広報の

工夫があるか。

※評価の例

○新聞や地区広報誌などによって、広く参加者を募る計画である

△特に PRを計画していないか、PR不足を感じる
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